
令和６年度　入札参加者向け説明資料

１．公共工事の入札制度について



※低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の制限率は、工種･規模等によって異なる。

・総合評価落札方式の施工実績等評価タイプは、予定価格 ２億円 未満が対象。
令和６年４月１日現在

90%

低入札価格調査実施

失 格

80%
失 格 失 格

※総合評価落札方式は、『施工体制評価点』になります。ご注意ください。

・低入札価格調査制度の適用工事は、予定価格３億円以上または総合評価落札方式を適用する工事が対象。

70%

落札率

予定価格 ４千万 ５千万 ２億

失格基準 概ね８３％（R4.5.1改正）

最低制限価格適用 低入札価格調査適用

総合評価落札方式 ※建築一式工事は１億円以上

施工計画等評価タイプ
＜標準型＞

＜技術提案重視型＞(PC上部，鋼橋上部，堰)

施工実績等評価タイプ
＜標準型＞

＜企業実績重視型＞

一般競争入札指名競争入札

最低制限価格 概ね９２％（R4.5.1改正） 調査基準価格 概ね９２％（R4.5.1改正）

◎競争性向上を図る取り組み
一部の工事で指名業者数を拡大

自己採点方式の本格導入 自己採点方式の試行運用（継続）

平成29年度からの取組：受注者の偏りがみられる工種において新たな評価基準を試行導入

大分県の公共工事入札制度の概要

※一部の工事で実施している指名業者数拡大の取り組みは、令和６年度も継続する。

一般競争入札の対象工事等について

【 県の取り組み 】

・平成１４年３月まで ＷＴＯ対象工事

・平成１４年４月～ ２億円以上

・平成１６年４月～ １億円以上

・平成１９年７月～ ５千万円以上

・平成２０年４月～ ４千万円以上

・平成２１～令和５年度・・・・拡大見送り

○平成１３年３月

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

○平成１８年１２月

都道府県の公共調達改革に関する指針（全国知事会）

・できるだけ早く指名競争入札を廃止する

・当面、１千万円以上の工事は一般競争入札とする

【 令和６年度方針の検討状況 】
県内建設企業の直近の状況について、経営状況は倒

産件数、負債額とも低水準で推移し、建設投資額は前年

より公共工事が７％のマイナス、民間工事が１３％のプラ

ス、県全体では前年度より２％のプラスとなった。

また、企業の経営状況を示す営業利益率は、平成25年

度にプラスに転じ、平成27年度までは横ばいの状況で

あった。平成28年度は、前年度を大きく下回ったがプラス

を維持、平成29年度からは災害復旧工事等により営業

利益率が増加した。

令和２年度は、前年度の建設投資額の減の影響を受け、

営業利益率が再び減少したが、令和３年度は持ち直し、

令和４年度はほぼ横ばいの状況となっている。

この状態が堅実なものかどうか、さらには建設業界の

従業員の高齢化や若年の入職者の減少などの担い手

不足が深刻な課題となっており、また職場の処遇改善等

働き方改革やＩＣＴの活用等生産性向上にも取り組む必

要があることから、引き続き様子を見ていく必要がある。

令和６年度の一般競争入札の対象金額は、

現行どおり４千万円以上とする。

県の目標＝平成２１年度までに１千万円まで拡大

－入札制度-1－



 

入札、契約に係る留意事項 

 

 
○要件設定型一般競争入札への参加 

  （１）公告の確認 

        随時、発注が行われるので、四半期ごとの発注見通し等を参考のうえ、

入札情報サービスシステム（PPI）により、定期的に確認する。 

 

  （２）参加要件 

      ① 業種及び格付等  

      ② 施工実績等(同種工事、年間平均完成工事高等) 

      ③ 地域要件等(本店所在地、総合評定値(P 点)等) 

   ※本店等所在地に応じ、求める施工実績や総合評定値（P 点）などの要

件を求めることもある。 

 

  （３）事務手続の簡素化等 

      入札参加者の事務負担を軽減するため、添付書類を見直し(H21～)。 

 

   ① 総合評定値通知書(経審結果通知)は、大分県知事許可の者は省略可。 

    大分県知事許可以外の者は、総合評定値通知書の写しを添付すること。 

     また、合併等により入札参加資格の承継、再認定の手続を受けた者

は、合併時経審等に係る総合評定値通知書の写しを添付すること。 

          その他、経営事項審査後に、本店所在地を変更した場合は、「建設業

法第 11 条の規定に基づく変更届出書」の写しを併せて添付すること。 

 

   ② 総合評価落札方式に係る添付書類の省略等 

          ・工事成績評定点通知書 

          ・優良工事表彰に係る表彰状 

          ・契約後ＶＥ提案採否通知書等 

     また、同種工事については、評価対象を２千５百万円以上の工事であ

ることから、確認資料は、原則として CORINS データ（竣工時登録に係

る「登録内容確認書」等 JACIC の証明印のあるものに限る。）の写し(記

載事項及び評価内容が確認できるもの。)とすること。 

 

 

－入札制度-2－



 （４）最低制限価格等の算定式 

    
① 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格算定式      (別添１参照) 

 

※１ 制限割合は、予定価格の７．５／１０から９．２／１０までの範囲 

  令和４年５月１日以降、公告又は指名通知を行う工事から適用 

※２ 共通仮設費積上分は直接工事費に含む        
 
【制限割合の算定】 

 「直接工事費×97％の額」、「共通仮設費×90％の額」、「現場管

理費×90％の額」、「一般管理費×68％の額」のそれぞれについて、

１円未満の端数を切り捨てる。 

 上記の合算額に 100 分の 110 を乗じて得た額を設計額で除して得

た割合（少数第３位を四捨五入し、第２位まで）とする。 

       
     【最低制限価格の算定】 

予定価格に上記の制限割合を乗じて得た額（１円未満の端数があ

る場合は、これを切り捨てる。）とする。 

        最低制限価格及び低入札調査基準価格は、予定価格の概ね 92％と

なる。 

 

   ② 低入札価格調査における低入札価格調査失格基準の算定式(別添２参照) 

 

（直接工事費×８７％＋その他経費×７４％）×1.1 
 

     ※１ その他経費とは、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の合計額         
※２ 共通仮設費積上分は直接工事費に含む 

 

         【端数処理について】 

           「直接工事費×87％の額」、「その他経費×74％の額」のそれぞ

れについて、１円未満の端数を切り捨てる。 

      上記の合算額に 100 分の 110 を乗じて得た額について、１円未満

の端数を切り捨てる。  

 低入札価格調査失格基準は、予定価格の概ね８３％となる。 

－入札制度-3－



  （５）その他 

   ① 入札金額内訳書                   

    ・必ずＰＤＦファイルで提出すること。ＰＤＦファイルで提出されて

いないものについては、提出がないものとみなし無効とされる。 

        ・入札額に合致していること。 

    ・入札額を適正に算定し、見積用設計図書に対応した費目、施工名称、

数量等及び入札額の根拠とした単価、金額を明記すること。 

        ・低入札調査の対象となる場合は、低入札価格調査失格基準に留意す

ること。 

    ※入札金額内訳書取扱要領及び記載例（ＨＰに掲載）を確認すること。 

 （指名競争入札における入札金額内訳書について） 

  平成２７年４月１日以降に通知・公告する競争入札により行う全ての工事にお 

 いて、入札の際、入札金額の内訳書を提出します。 

  平成２８年４月１日以降に指名競争入札によって提出された内訳書が、「建設 

 工事に関する入札金額内訳書取扱要領」（ＨＰ掲載）の「第７ 審査基準」の各 

 号に該当する場合は、当該落札候補者の入札を無効とします。 

      ② 電子入札(※H22.10.1～システム未登録者の紙入札を認めない。) 

        ・代表者等に変更があった場合は、速やかに許可上の変更届を提出する

とともに、IC カードの変更手続を行うこと。 

    ・旧代表者名義の IC カードを使用して入札書等を提出した場合は、

大分県電子入札運用基準２－６により IC カードの不正使用に該当

することになるので、注意すること。 

    ・ＩＣカードの変更手続き中など、やむをえず、紙での入札を行う場合

は、速やかに発注者又は電子入札ヘルプデスク（0120-308-293）に問

い合わせて、指示を受けること。          (別添３参照) 

 

   ③ 入札参加資格証明資料(総合評価落札方式の場合は技術資料等)の作成 

        ・年度更正、評価基準の改正等に伴い、提出様式を一部変更してい

る。（別添参照） 

    ・提出様式（標準）は、県庁ＨＰ（公共工事入札管理室のページ）か

らダウンロードが可能であるが、公告等と併せて添付されている提

出資料（エクセルファイル）で作成すること。 

    ・個別の案件により、様式記載事項を変更している場合がある。(入

札公告で確認) 

    ・提出の際は、必ず PDF ファイルに変換すること(PDF 以外(圧縮含む)

不可）。                     (別添４参照) 

－入札制度-4－



   ④ 落札制限の継続について 

    ・平成２１年度から実施している落札制限については、今年度も分割

発注をする工事等を基本として引き続き運用していく。 

    ・対象工事や落札決定の優先順位については、各入札公告において示

すため、入札公告をよく確認すること。       (別添５参照) 

 

   ⑤ 特定ＪＶの適用について 

    ・特定ＪＶの対象範囲について平成２１年度から拡大している。 

    （原則：概ね５億円以上） 

     ○８千万円以上（単体とＪＶの選択可）  

一般土木工事、舗装、法面表面浸食防止工事、建築設備工事、  

コンクリート橋梁補修(下部)工事、地すべり工事（R5.10～拡大）  

          ○１億円以上（単体とＪＶの選択可）  

建築一式工事  

          ○トンネルは全ての工事（ＪＶのみ）が対象。 

    ※入札公告にて確認すること。            (別添６参照) 

 

   ⑥ 入札後、配置予定技術者を配置できなくなった場合（開札まで） 

    ・入札後、配置予定技術者を配置できなくなった場合は、開札までに

書面により発注者に申出をすることで、無効とすることができる。              

(別添７参照) 

 ○落札後の対応       

  （１）契約書等の提出（余裕期間制度を適用しない工事に限る） 

      ①建設工事請負契約書(大分県公共工事請負契約約款等を添付) ２部  

      ②建退共証紙購入申告書・掛金収納書 

      ③課税事業者届出書又は免税事業者届出書 

      ④契約保証金等 

      ⑤現場代理人及び主任技術者等選任通知書 

  (請負金額が４千５百万円(建築一式７千万円)以上の場合は、下請計画書を添付) 

      ※①～⑤について、落札決定通知の日から７日（初日不算入）以内に提出 

    主任技術者は、必ず入札時に配置予定として提出した技術者を配置するこ。 

※「工事請負契約約款｣における『契約関係書類様式』の一部改正 (別添８参照)  

         令和６年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事について適用。  

なお、令和６年４月１日現在、工期が満了していない工事についても適用できる。  

現場代理人等選任通知書・中間前金払認定請求書・指定部分に係る工事完成通知

書・出来形確認請求書・修補完了通知書・工期延長変更請求書・工事完成通知書 

－入札制度-5－



 （２）特殊工事等における配置予定技術者の追加配置の取扱い 

    大分県発注工事にあっては、ＪＶにより施工する場合を除き、原則とし

て、監理技術者又は主任技術者１名のみを配置技術者として認めている。 

    しかし、特殊工事等（入札参加要件として、配置技術者に同種工事の施

工経験を求める工事に限る）において配置予定技術者を追加配置できる

取扱がある。                                        (別添９参照) 

  

 （３）請負代金内訳書及び工程表   ※契約締結後、１４日以内に提出。 

    令和２年１０月１日以降に契約を締結するすべての建設工事から法定

福利費を明示した請負代金内訳書の提出が必要となりました。 

    また、法定福利費の適切な支払いのための取組の実効性を図る観点か

ら、令和４年４月１日から受注者が明示した法定福利費額が、設計図書

に明示している「予定価格に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」

と比して、少なくとも、法定福利費額が「予定価格に含まれる法定福利

費事業主負担額概算額」の２分の１以上であることを確認します。 

 

 （４）施工体制台帳・施工体系図 

    平成２７年４月１日以降大分県と契約を締結した工事（全ての公共工

事）については、施工体制台帳等を作成し、監督員へ速やかに提出させる

こと。（※変更があった場合は、随時、提出すること。） 

     総合評価落札方式においては、「県内企業の活用」項目での申請内容と

整合させること。 

    令和２年１０月１日以降に契約を締結するすべての建設工事から建設

業許可を受けており、社会保険等の加入義務を履行していない者を一次

下請負人にすることができない。 

 

  （５）総合評価落札方式の場合（評価項目の履行確認等） 

        ①施工計画書への反映 

    ②評価項目の履行確認 

    ③落札決定に反映された技術提案等の不履行に対する措置 

         ・工事成績評定点の減点、指名停止、減額変更、損害賠償請求等 

   ※特に､県内企業の活用の項目においては､入札時の申請内容のとおりにすること｡ 

 

 ○その他         

 （１）落札者は、速やかに契約担当者(監督員等)と打合せ、契約締結後、速や

かに工事に着手すること。（余裕期間制度を適用しない工事に限る。） 

－入札制度-6－



 （２）配置技術者については、「監理技術者制度運用マニュアル」（国土交通

省）に従い、適正に配置すること。（但し、発注者が認めた場合を除く。） 

特に、４千万円（建築一式工事は８千万円）以上の工事においては、許

可上の営業所専任技術者との重複及び他の現場との重複等、建設業法違

反とならないよう注意すること。 

    工事途中での配置予定技術者の変更は、入札・契約手続きの公平性の確

保を踏まえた上で、慎重かつ必要最小限とする必要があります。 

    一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、被災、出産、

育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更

に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技

術者の交代が合理的な場合などが考えられますが、建設現場における働

き方改革等の観点も踏まえ、その具体的内容について書面その他の方法

により受発注者間で合意する必要があります（交代する際は、入札参加

要件を満たし、総合評価落札方式においては評価点が同等以上の者でな

ければなりません。） 

※途中変更を希望する場合は、必ず事前に発注者に相談すること。 

また新型コロナウイルス感染症対策等による特例措置はR5.5/15で廃止｡ 

  

 （３）下請発注する場合は、発注(見積依頼)から支払に至るまで、建設業法を

遵守するとともに、下請業者の指導に努めること。 

 

  （４）工事完成通知は、履行期限内（履行期限の最終日が閉庁日の場合は、

直前の開庁日(時刻)まで）に提出すること。 

 

  （５）工事成績評定点については、格付における主観点数項目や総合評価落札

方式における技術評価等として反映されることから、優良な施工に努め

ること。 

        また、工事成績評定点通知書については、受領後、大切に保管すること。 

   ※技術資料提出前に、発注者に確認可能。 

 

  （６）経営事項審査、入札参加資格(格付)の申請、個別の入札に対する証明(添

付)資料等に虚偽の記載等が判明した場合、建設業法に基づく監督処分や

入札参加資格の取消等の処分が課されることとなるので、注意すること。 

 

  （７）落札決定後、自社に対する技術評価点の内訳が知りたい場合は、発注者

へ問い合わせること。(※計画タイプは公共工事入札管理室)なお、実績

－入札制度-7－



部分は自己採点を行うことにより、次回の入札への参考となる。 

 

 （８）低入札価格調査の対象工事において、落札候補者の入札額が調査基準価

格を下回る場合は、発注者からの通知後３日以内に、応札額により適正な

施工が可能であることが判断できる資料の提出が必要である。（事前に準

備） 

   ※期限内に必要書類の提出がない場合は、適正な施工ができないと判断。 

        また、当該工事において、事故や建設業法違反等があった場合は、１年

間、調査基準価格未満の入札が認められないこととなる。 

 

 （９）入札公告等で定められた期限は厳守すること。 

    また、入札公告や設計図書等に疑義がある場合は、自社で判断せずに、

必ず事前に発注者（公告に掲載されている担当部局、連絡先）へ確認する

（必要に応じ、書面による質問を行う）こと。 

    

（１０）約款については、令和３年４月１日以降、遅延損害金の率は２．５％を

適用している。 
なお、令和６年４月１日から遅延損害金の率が２．５％の表記を変更、

工事約款第３７条ただし書の前払使途拡大の特例適用の払出期間を削除

する改正をしているので、最新の約款を使用すること。 (別添１０参照) 

 

（１１）平成３１年４月１日以降、総合評価落札方式に「施工体制評価点」が導

入されたため、低入札価格調査基準価格以上であれば１５点、低入札価格

調査基準価格未満であれば０点の｢施工体制評価点｣となるので、注意す

ること。 

 

（１２）入札等において参加が制限される関連会社について、資本関係は平成２

１年度から適用しているが、入札の透明性・公正性をより一層確保する観

点から平成３１年４月１日以降に入札公告・指名通知又は見積通知を行

う工事について、人的関係の関連会社でも同一の入札への参加制限を適

用している。                    (別添１１参照) 
 
（１３）大分県の土木建築部が発注する工事において、契約の保証･前払金（中

間前払金含む）保証の保証証書について、令和６年６月１日以降に新たに

工事請負契約を締結するものを対象に保証証書の電子化を試行運用する

（引き続き、紙媒体による提出も可能）。       (別添１２参照) 

－入札制度-8－



－入札制度-9－
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－入札制度-10－

別添２



－入札制度-11－

           

別添３



－入札制度-12－



－入札制度-13－

           

　　　　　　　　　　　

　　　



－入札制度-14－

別添４

　　　　　　　



－入札制度-15－

別添５

落札制限
対象工事

　　　　　　　



－入札制度-16－

別添６単体でもＪＶでも
入札可能な場合

　　　　　　　



－入札制度-17－

           

別添７

　　　　　　　



－入札制度-18－

           

　　　　　　　

　　　　　　　



－入札制度-19－

           



－入札制度-20－

別添８



－入札制度-21－



－入札制度-22－



－入札制度-23－



－入札制度-24－



－入札制度-25－
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－入札制度-28－



－入札制度-29－



－入札制度-30－
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－入札制度-31－
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－入札制度-32－



－入札制度-33－



－入札制度-34－



－入札制度-35－
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－入札制度-36－

　　　　　　　



－入札制度-37－

　　　　　　　



（公印省略）                         公入管第３１５号の５  
令和６年４月１８日  

 
大分県 公共工事 
入札参加資格審査申請業者  各位 

 
大分県土木建築部長   

 
県土木建築部発注工事における保証証書の電子化（試行運用）について 

 
 この度、県土木建築部発注工事における契約の保証・前払金（中間前払金含む）保証の保

証証書について、本年６月１日以降、電磁的記録により発行された保証証書（電子証書）の

提出を可能としましたので、お知らせします。 
なお、現時点で電子証書の発行を予定している保証機関は、保証事業会社（※）です。 

 
記 

 
１．電子証書の提出方法（概要） 
 別添のとおり。 

なお、発注者へ契約関係書類を提出する際、保証事業会社より発行された電子保証に係る

『電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ』及び『保証証書（○○保証）』（電子証書の内

容を確認する画面）を印刷したものを提出してください。 
 また、契約書の作成時においては、「大分県公共工事請負契約約款【R6.6.1～】：電子保

証用」を使用してください。 
 
２．適用開始日について 

令和６年６月１日以降に新たに工事請負契約を締結するものであって、電磁的記録によ

り発行された保証証書の提出を可能とします（引き続き、紙媒体による提出も可能）。 
 
※西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社 
 

【制度に関する連絡先】 
大分県 土木建築部 公共工事入札管理室 
電話（直通）：０９７－５０６－４５２７ 
※申込、提出方法等については、 
各保証事業会社にお問合せください。 

 

－入札制度-38－
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契約の保証及び前払金保証の電子化について(試行運用)

契約保証証書 （引受先︓保証事業会社※）

前払金保証証書（引受先︓保証事業会社※）

受注者は、電子証書に係る『電子証書閲覧用｢認証キー｣等のお知らせ』及び『保証証書(○○保
証)』（電子証書の内容を確認する画面）を印刷したものを発注者に提出します。
また、当初契約書の作成時においては、「大分県公共工事請負契約約款【R6.6.1〜】︓電子保

証用」を使用する必要があります。

前払金保証
（中間前払金含む）

電子化の対象となる保証証書

電子化による取扱いのイメージ

契約の保証

※保証事業会社とは、西日本建設業保証株式会社、東日本建設業
保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社のことです。

電子化対象

電子化対象

令和６年６月１日より、契約の保証及び前払金保証について、電子による取扱いの
試行運用を開始します。（電子化の対象となる保証証書は以下のとおりです。）
具体的な電子化による取扱いについては、保証機関（保証事業会社）に確認した上
で、手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

－入札制度-39－

保証証書

保
証
証
書
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